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1　税　務　機　構

（1）　機構の概要

（2）　機　　　構

（  副   知   事  ） （ 総 務 局 長 ）
（総務局財務部長）

企 画 グ ル ー プ

指 導 第 一 グ ル ー プ

本 所 （ 広 島 ）

指 導 第 二 グ ル ー プ

市 町 税 政 グ ル ー プ

本 所 （ 福 山 ）

西 部 県 税 事 務 所

　　　 県税の賦課徴収事務を担当する行政機関として，本庁では総務局に税務課，地方機関として西部・東部

　　　 税務に関する知事の権限は，一部を除きこれらの県税事務所長に委任されており（広島県税条例第6条），
　
　　県税に関する事務は，県税事務所において所掌することとなっている。

北 部 県 税 事 務 所

尾 道 分 室

知　         　事

　　・北部に県税事務所を設置している。

総 務 局 税 務 課 管 理 グ ル ー プ

呉 分 室

徴収対策・債権管理支援担当

シ ス テ ム 企 画 担 当

シ ス テ ム 管 理 グ ル ー プ

東 部 県 税 事 務 所

廿 日 市 分 室

東 広 島 分 室



納 税 班

滞 納 整 理 班

呉 分 室

廿 日 市 分 室

還 付 第 一 係

還 付 第 二 係

自動車課税第二係

不 動 産 税 第 二 係

不 動 産 税 第 一 係

個 人 課 税 第 三 係

西 部 県 税 事 務 所 滞 納 整 理 第 二 課

滞 納 整 理 第 一 課

法 人 課 税 課

自 動 車 税 課
自動車課税第一係

不 動 産 税 第 三 係

滞 納 整 理 第 三 班

滞 納 整 理 第 二 班

滞 納 整 理 第 一 班

滞 納 整 理 第 四 班

滞 納 整 理 第 二 班

事 業 税 調 査 班

法 人 課 税 第 二 係

法 人 課 税 第 一 係

不 動 産 税 課

個 人 課 税 課

地方税特別滞納整理班

滞 納 整 理 第 三 班

滞 納 整 理 第 四 班

税 務 管 理 課

滞 納 整 理 第 一 班

出 納 係

個 人 課 税 第 一 係

個 人 課 税 第 二 係

法 人 課 税 第 三 係



軽 油 調 査 第 一 班

軽 油 調 査 第 二 班

税 務 管 理 課

地方税特別滞納整理班

東 広 島 分 室

軽 油 調 査 課

東 部 県 税 事 務 所

滞 納 整 理 第 一 班

滞 納 整 理 課

個 人 課 税 係

課 税 第 一 課

事 業 税 調 査 班

滞 納 整 理 第 二 班

納 税 課
納 税 係

滞 納 整 理 班

不 動 産 評 価 課
不動産評価第二係

不動産評価第一係

北 部 県 税 事 務 所

滞 納 整 理 班

不 動 産 税 第 一 係

不 動 産 税 第 二 係

収 納 管 理 課

自 動 車 税 係

課 税 第 二 課

出 納 班

滞 納 整 理 班

尾 道 分 室

納 税 班

事 業 税 係
課 税 課

不動産自動車税係

滞 納 整 理 第 三 班

法 人 課 税 係



2　事　務　分　掌

税務課 令和２年４月１日現在

グループ 分　　　　掌　　　　事　　　　務

　１　職員の身分，服務及び福利厚生に関すること

　２　税務組織に関すること

　３　歳出予算及び支出に関すること

　４　物品の出納及び管理に関すること

　５　文書の収発整理に関すること

　６　公有財産の管理に関すること

  ７　税理士資格に関すること

　８　他のグループの所掌に属さないこと

　１　県税及び県税に係る税外収入の予算，決算及び調定収入の整理

　２　県税関係法規及び通達に関すること

　３　納税貯蓄組合に関すること

　４　特別法人事業譲与税，地方揮発油譲与税，石油ガス譲与税，自動車重量譲与税，地方
　　道路譲与税，森林環境譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること

　５　税務職員の研修に関すること

　６　課税状況等の報告に関すること

　７　県税統計に関すること

　８　地方交付税の基準財政収入に関すること

　９　県税に係る陳情，請願に関すること

　10　県税に係る広報に関すること

　11　口座振替制度に関すること　

　12　県税事務所の事務実態調査及び定例監査に関すること

　13　地方消費税に関すること

　１　法人二税及び自動車税（自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能
　　割）の総括

　２　鉱区税の賦課徴収に関すること

　３　県たばこ税及び狩猟税に関すること

　４　県税の課税免除に関すること

　５　指導第一グループに係る県税の不服申立及び訴訟に関すること

　１　個人県民税，県民税利子割，県民税配当割，県民税株式等譲渡所得割，個人事業税,
　　ゴルフ場利用税，軽油引取税，不動産取得税の総括

　２　産業廃棄物埋立税に関すること

　３　寄付金税制及びふるさと納税に関すること

　４　利子割精算金に関すること

　５　県税の犯則取締に関すること

　６　県税のほ税調査及びその指導に関すること

　７　指導第二グループに係る県税の不服申立及び訴訟に関すること

管理グループ

企画グループ

指導第二グループ

指導第一グループ



グループ 分　　　　掌　　　　事　　　　務

　１　市町の徴収対策に関すること

　２　個人住民税特別徴収の推進に関すること

　３　固定資産税の課税免除に関すること

　４　市町村民税に関すること

　５　国民健康保険税に関すること

　６　普通交付税（基準財政収入額）に関すること

　７　特別土地保有税に関すること

　８　固定資産税・都市計画税に関すること

　９　固定資産評価審議会に関すること

　10　市町村交付金・納付金に関すること

　11　基地交付金に関すること

　１　県税の滞納整理に関すること

　２　インターネット公売に関すること

　３　市町税の徴収指導（個人県民税の徴収対策を含む。）に関すること

　４　税外債権の管理回収に係る研修に関すること

　５　広島県債権管理会議に関すること

　６　その他，税外債権の管理・回収に係る支援全般に関すること

　１　税務トータルシステムの運用管理に関すること

　２　地方税電子申告審査システムの運用管理に関すること

　３　軽油流通情報管理システム及びたばこ流通情報管理システムに関すること

　４　県税領収済通知書の管理に関すること

　５　自動車登録手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）に関すること

　６　電子納税に関すること

　７　ＥＵＣシステムに関すること

　１　次期税務トータルシステムの再構築に関すること

　２　税務トータルシステムのシステム改善の総合調整に関すること

　３　税務端末機器等の管理に関すること

市町税政グループ

徴収対策・債権
管理支援担当

システム企画担当

システム管理グループ



県税事務所（分室） 令和２年４月１日現在

所 課 係・班 分　　　　掌　　　　事　　　　務

　１　大口・徴収困難に係る徴収金及び過料の徴収並びに滞納処分に関すること

　２　個人住民税直接徴収及び併任徴収に関すること

　３　納税貯蓄組合の育成指導に関すること

　１　所の総合調整及び他所との連絡調整に関すること

　２　納税意欲の高揚に関すること

　３　徴税吏員証その他身分証票の管理に関すること

　４　県税領収証，徴収金出納簿，現金引継簿及び納付（納入）受託証書の管理
　　に関すること

　５　徴収金及び過料の収入整理に関すること

　６　督促状の発付及び過誤納金還付充当に関すること

　７　納税証明に関すること

　８　前各号のほか，他課の所掌に属しないこと

　１　県税，特別法人事業税及び地方法人特別税並びにこれらに係る税外収入の
　　徴収に関すること

　２　県税，特別法人事業税及び地方法人特別税の欠損処分並びにこれらに係る
　　延滞金の減免に関すること

　１　県税，特別法人事業税及び地方法人特別税並びにこれらに係る税外収入の
　　徴収に関すること

　２　県税，特別法人事業税及び地方法人特別税の欠損処分並びにこれらに係る
　　延滞金の減免に関すること

　１　法人の県民税，法人の事業税，特別法人事業税及び地方法人特別税並びに
　　これらに係る税外収入の賦課に関すること

　２　法人の県民税，法人の事業税，特別法人事業税及び地方法人特別税の課税
　　標準の調査に関すること

　３　eLTAXの普及・利用促進に関すること

　１　個人の県民税，利子等に係る県民税，特定配当等に係る県民税，特定株式
　　等譲渡所得金額に係る県民税，個人の事業税及び狩猟税並びにこれらの県税
　　に係る税外収入の賦課に関すること

　２　個人の県民税，利子等に係る県民税，特定配当等に係る県民税，特定株式
　　等譲渡所得金額に係る県民税，個人の事業税及び狩猟税の課税標準の調査に
　　関すること

　３　市町が処理する県民税に係る事務に関すること

　４　軽油引取税の免税証の管理に関すること

　１　不動産取得税及び固定資産税並びにこれらの県税に係る税外収入の賦課に
　　関すること

　２　不動産取得税及び固定資産税の課税標準の調査に関すること

　３　不動産取得税及び固定資産税に係る犯則取締に関すること

　１　自動車税の種別割及び同税に係る税外収入の賦課に関すること

　２　自動車税の種別割の課税標準の調査に関すること

　３　証紙徴収に係る自動車 取得税及び軽自動車税（環境性能割に限る。）の申
　　告書の受理等（広島運輸支局所管の自動車に限る。）

　４　合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収
　　の特例に関する条例第四条の自動車税の種別割の徴収に関すること

税務管理課
出 納 係
還 付 第 一 係
還 付 第 二 係

地 方 税 特 別 滞 納 整 理 班

自動車税課

西
　
　
部
　
　
県
　
　
税
　
　
事
　
　
務
　
　
所
　
　

（
　
　
本
　
　
所
　
　
）

滞納整 理第 一班
滞納整 理第 二班
滞納整 理第 三班
滞納整 理第 四班

滞 納 整 理
第 二 課

滞納整 理第 一班
滞納整 理第 二班
滞納整 理第 三班
滞納整 理第 四班

滞 納 整 理
第 一 課

法人課税課

事 業 税 調 査 班
法人課 税第 一係
法人課 税第 二係
法人課 税第 三係

自 動 車 課 税 第 一 係
自 動 車 課 税 第 二 係

個人課 税第 一係
個人課 税第 二係
個人課 税第 三係

不動産 税第 一係
不動産 税第 二係
不動産 税第 三係

個人課税課

不動産税課



所 課 係・班 分　　　　掌　　　　事　　　　務

　１　県税領収証，徴収金出納簿，現金引継簿及び納付（納入）受託証書の管理
　　に関すること

　２　徴収金及び過料の収入整理に関すること

　３　納税証明に関すること

　４　県税等及びこれらに係る税外収入の徴収に関すること

　５　県税等の延滞金の減免に関すること

　６　不動産取得税の減額及び徴収猶予に関すること

　７　自動車税等の減免に関すること

　８　軽油引取税の免税証の管理に関すること

　１　県税領収証，徴収金出納簿，現金引継簿及び納付（納入）受託証書の管理
　　に関すること

　２　徴収金及び過料の収入整理に関すること

　３　納税証明に関すること

　４　県税等及びこれらに係る税外収入の徴収に関すること

　５　県税等の延滞金の減免に関すること

　６　不動産取得税の減額及び徴収猶予に関すること

　７　自動車税等の減免に関すること

不動産評価課
不動産評価第一係
不動産評価第二係

　１　不動産取得税及び固定資産税の課税標準となるべき価格の調査及び決定に
　　関すること

　１　軽油引取税及び同税に係る税外収入の賦課に関すること

　２　ゴルフ場利用税及び同税に係る税外収入の賦課に関すること

　３　軽油引取税及びゴルフ場利用税の課税標準の調査に関すること

　４　軽油引取税及びゴルフ場利用税に係る犯則取締に関すること

　５　軽油引取税の免税証の管理に関すること

軽油調査課
軽油調査第一班
軽油調査第二班

東
広
島
分
室

呉
・
廿
日
市
・
尾
道
分
室

納 税 班
滞 納 整 理 班

納 税 課
納 税 係
滞 納 整 理 班



所 課 係・班 分　　　　掌　　　　事　　　　務

　１　大口・徴収困難に係る徴収金及び過料の徴収並びに滞納処分に関すること

　２　個人住民税直接徴収及び併任徴収に関すること

　３　納税貯蓄組合の育成指導に関すること

　１　所の総合調整及び他所との連絡調整に関すること

　２　納税意欲の高揚に関すること

　３　徴税吏員証その他身分証票の管理に関すること

　４　県税領収証，徴収金出納簿，現金引継簿及び納付（納入）受託証書の管理に
　　関すること

　５　徴収金及び過料の収入整理に関すること

　６　督促状の発付及び過誤納金還付充当に関すること

　７　納税証明に関すること

　８　前各号のほか，他課の所掌に属しないこと

　１　県税及び地方法人特別税並びにこれらに係る税外収入の徴収に関すること

　２　県税及び地方法人特別税の欠損処分並びにこれらに係る延滞金の減免に関す
　　ること

　１　県民税，事業税，特別法人事業税，地方法人特別税及び狩猟税並びにこれら
　　に係る税外収入の賦課に関すること

　２　県民税，事業税，特別法人事業税，地方法人特別税及び狩猟税の課税標準の
　　調査に関すること

　３　県民税，事業税，特別法人事業税，地方法人特別税及び狩猟税に係る犯則取
　　締に関すること

　４　市町が処理する県民税に係る事務に関すること

　１　不動産取得税，自動車税の種別割及び固定資産税並びにこれらの県税に係る
　　税外収入の賦課に関すること

　２　不動産取得税，自動車税の種別割及び固定資産税の課税標準の調査に関する
　　こと

　３　不動産取得税，自動車税の種別割及び固定資産税に係る犯則取締に関するこ
　　と

　４　証紙徴収に係る自動車税等の申告書の受理等（福山自動車検査登録事務所所
　　管の自動車に限る。）

　５　軽油引取税の免税証の管理に関すること

　１　所の総合調整及び他所との連絡調整に関すること

　２　納税意欲の高揚に関すること

　３　徴税吏員証その他身分証票の管理に関すること

　４　県税領収証，徴収金出納簿，現金引継簿及び納付（納入）受託証書の管理に
　　関すること

　５　徴収金及び過料の収入整理に関すること

　６　督促状の発付及び過誤納金還付充当に関すること

　７　納税証明に関すること

　８　県税等及びこれらに係る税外収入の徴収に関すること

　９　県税等の欠損処分並びにこれらに係る延滞金の減免に関すること

　10　納税貯蓄組合の育成指導に関すること

　11　前各号のほか，他課の所掌に属さないこと

　１　県税等及びこれらに係る税外収入の賦課に関すること

　２　県税等の課税標準の調査に関すること

　３　軽油引取税の免税証の管理に関すること

　４　市町が処理する県民税に係る事務に関すること

地 方 税 特 別 滞 納 整 理 班

東
 
部
 
県
 
税
 
事
 
務
 
所
 

（
 
本
 
所
 
）

税 務 管 理 課

滞納整理第一班
滞納整理第二班
滞納整理第三班

課税第二課
不動産税第一係
不動産税第二係
自 動 車 税 係

滞納整理課

課税第一課
事 業 税 調 査 班
法 人 課 税 係
個 人 課 税 係

北
部
県
税
事
務
所

収納管理課
出 納 班
滞 納 整 理 班

課 税 課
事 業 税 係
不 動 産 自 動 車 税 係



3　税務職員配置状況（1）

総
　
　
　
　
務

収
　
　
　
　
納

直
　
　
　
　
税

間
　
　
　
　
税

（ 内 訳 ）

（注1）税務課長は所長・分室長欄へ，税務システム担当監は次長・地方税総括管理監の欄へ計上。

（注2）市町からの派遣職員及び会計年度任用職員（令和元年度までは嘱託員）を除く。
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3　税務職員配置状況（2）
令和２年4月1日現在

所 名 課    名 職員数

（人）

所 名

課    名

職員数

（人）

地 方 税 特 別 滞 納 整 理 班 8 納 税 課 13

税 務 管 理 課 19 不 動 産 評 価 課 10

滞 納 整 理 第 一 課 19 軽 油 調 査 課 13

滞 納 整 理 第 二 課 21 小　　　計 36

法 人 課 税 課 19 地 方 税 特 別 滞 納 整 理 班 6

個 人 課 税 課 14 税 務 管 理 課 10

不 動 産 税 課 19 滞 納 整 理 課 14

自 動 車 税 課 14 課 税 第 一 課 12

小　　　計 133 課 税 第 二 課 21

納 税 班 6 小　　　計 63

滞 納 整 理 班 5 納 税 班 5

小　　　計 11 滞 納 整 理 班 6

納 税 班 5 小　　　計 11

滞 納 整 理 班 8 収 納 管 理 課 11

小　　　計 13 課 税 課 10

小　　　計 21

（注）市町からの派遣職員及び嘱託員を除く。
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4　税務職員年齢別・男女別人員分布

年齢 総数 男性 女性 構成比 (構成比)

64 (12) (11) (1) (3.7) 

63 (5) (4) (1) (1.5) 

62 (4) (4) (0) (1.2) 

61 (10) (10) (0) (3.1) 

60 (9) (8) (1) (2.8) 

59 15 13 2 5.3 (4.6) 

58 6 6 0 2.1 (1.8) 

57 11 9 2 3.9 (3.4) 

56 11 9 2 3.9 (3.4) 

55 15 8 7 5.3 (4.6) 

54 13 9 4 4.6 (4.0) 

53 14 8 6 4.9 (4.3) 

52 22 14 8 7.7 (6.8) 

51 19 6 13 6.7 (5.8) 

50 13 3 10 4.6 (4.0) 

49 8 3 5 2.8 (2.5) 

48 14 10 4 4.9 (4.3) 

47 17 6 11 6.0 (5.2) 

46 16 6 10 5.6 (4.9) 

45 8 1 7 2.8 (2.5) 

44 11 4 7 3.9 (3.4) 

43 3 1 2 1.1 (0.9) 

42 7 3 4 2.5 (2.2) 

41 4 1 3 1.4 (1.2) 

40 4 2 2 1.4 (1.2) 

39 4 3 1 1.4 (1.2) 

38 1 0 1 0.4 (0.3) 

37 4 1 3 1.4 (1.2) 

36 1 1 0 0.4 (0.3) 

35 3 2 1 1.1 (0.9) 

34 3 2 1 1.1 (0.9) 

33 1 0 1 0.4 (0.3) 

32 3 1 2 1.1 (0.9) 

31 0 0 0 0.0 (0.0) 

30 1 0 1 0.4 (0.3) 

29 1 0 1 0.4 (0.3) 

28 0 0 0 0.0 (0.0) 

27 1 1 0 0.4 (0.3) 

26 0 0 0 0.0 (0.0) 

25 3 0 3 1.1 (0.9) 

24 3 3 0 1.1 (0.9) 

23 10 2 8 3.5 (3.1) 

22 9 2 7 3.2 (2.8) 

21 2 1 1 0.7 (0.6) 

20 2 1 1 0.7 (0.6) 

19 1 0 1 0.4 (0.3) 

18 1 1 0 0.4 (0.3) 

285 143 142

(325) (180) (145)
(注）（　）内はエルダー職員を含む構成比。

※平均年齢の推移 （歳）

区分 ２年度 元年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度

46.3 46.5 47.2 46.6 46.6 46.6 46.2 46.4 46.0 45.8 45.8 45.7 45.4
(48.2) (48.3) (48.9) (48.3) (48.3) (47.6) (47.5) (47.1) (47.0) (46.8) (46.7) (46.5) (46.1)

48.7 48.9 49.4 48.6 48.3 48.6 48.5 49.0 48.5 48.3 48.3 48.4 48.0
(51.5) (51.3) (51.6) (50.7) (50.4) (49.7) (50.0) (49.9) (49.6) (49.4) (49.3) (49.2) (48.7)

43.8 43.8 44.2 43.7 44.0 43.2 42.5 41.8 40.9 40.5 40.2 39.1 38.6
(44.2) (44.3) (44.7) (44.3) (44.6) (43.7) (42.8) (41.8) (41.1) (40.9) (40.6) (39.9) (39.3)

(注）（　）内はエルダー職員を含む平均年齢。
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5　事務所別管轄区域面積・人口一覧

課 ・ 所 名 管   轄   区   域 面積（k㎡） 人口（人） 備              考

2.1.1現在 2.1.1現在

　（県計） 　（県計）

8,479.62 2,826,858

西部県税事務所 　広島市中区 15.32 134,969

廿 日 市 分 室 　　〃　東区 39.42 120,612

呉 分 室 　　〃　南区 26.46 142,984

東 広 島 分 室 　　〃　西区 35.61 189,331

　　〃　安佐南区 117.03 244,301

　　〃　安佐北区 353.33 143,946

　　〃　安芸区 94.08 79,577

　　〃　佐伯区 225.43 140,055

　呉市 352.83 221,502

　竹原市 118.23 25,120

　大竹市 78.66 26,783

　東広島市 635.16 188,779

　廿日市市 489.49 117,252

　安芸高田市 537.75 28,483

　江田島市 100.71 22,932

　安芸郡府中町 10.41 52,163

　　〃　海田町 13.79 30,167

　　〃　熊野町 33.76 23,919

　　〃　坂町 15.69 12,934

　山県郡安芸太田町 341.89 6,147

　　〃　北広島町 646.20 18,526

　豊田郡大崎上島町 43.11 7,452

　　　計 4,324.36 1,977,934

東部県税事務所 　三原市 471.51 93,089

尾 道 分 室 　尾道市 285.11 136,156

　福山市 518.14 468,956

　府中市 195.75 38,998

　世羅郡世羅町 278.14 16,072

　神石郡神石高原町 381.98 8,904

　　　計 2,130.63 762,175

北部県税事務所 　三次市 778.14 51,880

　庄原市 1,246.49 34,869

　　　計 2,024.63 86,749

（注）

＊管轄区域面積は，国土交通省国土地理院の「令和２年全国都道府県市区町村別面積調」による。

＊管轄区域人口は，令和2年1月1日現在の住民基本台帳による（住民基本台帳法の適用対象となる外国人を含む）。

＊各県税事務所の管轄区域は，令和2年4月1日現在のものである。

＊三次市と安芸高田市の面積は境界未定により不詳であるため，総務省自治行政局発行の全国市町村要覧に掲載されている面積

　を掲げている。

庄原市及び比婆郡の各町は庄原県税事務所廃止により昭和51年度
に移管された。
甲奴郡の各町は平成13年度に福山県税事務所から移管された。
甲奴郡上下町は，府中市との合併により，平成16年度に福山地域
事務所へ移管された。

福山市の芦田町・駅家町は昭和51年度に府中県税事務所から移管
された。
府中市，旧芦品郡新市町（現：福山市），甲奴郡の各町，神石郡
の各町は府中県税事務所廃止により平成5年度に移管された。
うち甲奴郡の各町は平成13年度の組織再編により備北地域事務所
に移管された。
甲奴郡上下町は，府中市との合併により，平成16年度に備北地域
事務所から移管された。
平成21年度の組織再編により，三原市・尾道市・世羅町が尾三税
務局から移管された。

税 務 課

東区の一部，安芸区及び安芸郡の府中町・海田町・熊野町・坂町
は海田県税事務所廃止により平成13年度に移管された。
佐伯郡の沖美町・能美町・大柿町は昭和56年度に呉県税事務所か
ら移管され，平成13年度の組織再編により呉地域事務所へ移管さ
れた。
平成21年度の組織再編により芸北税務局の廃止，廿日市・呉・東
広島の分室化に伴い，広島市の安佐南区・安佐北区・佐伯区，呉
市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島
市及び山県郡・豊田郡の各市区町が移管された。



電   話 郵便番号 所　 在　 地

(082)228-2111 730-0011 広島市中区基町10‐23

(0829)32-1181 738-0004 廿日市市桜尾二丁目2‐68

(0823)22-5400 737-0811 呉市西中央一丁目3‐25

(082)422-6911 739-0014 東広島市西条昭和町13‐10

観音庁舎 (082)232-7694 733-0036
広島市西区観音新町四丁目13-13-1
（中国運輸局広島運輸支局内）

(084)921-1311 720-8511 福山市三吉町一丁目1‐1

(0848)25-2011 722-0002 尾道市古浜町26‐12

松永庁舎 (084)933-3171 729-0115
福山市南今津町45
（福山自動車検査登録事務所内）

(0824)63-5181 728-0013 三次市十日市東四丁目6‐1

(082)513-2319 730-8511 広島市中区基町10‐52税務課

事　務　所　名

西部県税事務所

　　　〃　　　廿日市分室

　　　〃　　　呉分室

　　　〃　　　東広島分室

　　　〃　　　尾道分室

東部県税事務所

北部県税事務所


